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【原則１－４．政策保有株式】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（1）政策保有に関する方針 

当社は、取引先との長期的・安定的な取引関係の維持・強化のため、当社の持続的な

成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断する場合、取引先の株式を保有して

おります。 
 

（2）政策保有株式に係る検証の内容 
当社は、取締役会で毎年、政策保有株式について個別銘柄毎に、保有による便益が資

本コストに見合っているか、株式の保有が取引関係の維持・強化に寄与しているか等

を検証し、保有の妥当性が認められない株式については、株価や市場動向を勘案の上、

適宜処分いたします。 
2022 年 12 月開催の当社取締役会における検証の結果、検証対象とした政策保有株式

については、継続保有することを確認いたしました。 
 

（3）政策保有株式に係る議決権行使の基準 
当社保有株式の議決権行使に当たっては、発行会社の財政状態や株主価値を毀損する

ような議案の有無等を総合的に判断した上で、議決権を行使いたします。 
 

上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関

する方針・考え方など、政策保有に関する方針を開示すべきである。また、毎年、取締

役会で個別の政策保有株式について保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本

コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証するとともに、そうし

た検証の内容について開示すべきである。 
上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための

具体的な基準を策定・開示すし、その基準に沿った対応を行うべきである。 


